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防犯灯電気料助成金申請 

・助成対象と申請期間 

自治会等により管理されている防犯灯（公衆街路灯 A※１契約のもの）の電気

料金を助成します。 

助成額は、前年１月～１２月に助成対象となる防犯灯の電気料金として支払

った（引き落とされた）金額の合計となります。 

※助成対象となるのは、「公衆街路灯 A」契約のもののみです。「定額電灯」や

「従量電灯」契約等の電気料については、補助対象とはなりません。 

 また助成については、使用月ではなく、支払い月を基準として行われる点に

ご注意ください。 

事前申請受付期間：毎年１０月最初の開庁日～１２月最終開庁日まで 

助成金交付申請受付期間：毎年１２月第３水曜日～１月最終開庁日まで 

請求書提出受付期間：毎年助成金交付申請受付開始日～２月１０日まで 

※それぞれ土・日・祝日および１２月２９日～１月３日を除きます。 

※助成金交付申請受付期間については、２月１０日が土・日・祝日の場合はそ

の直前の開庁日までとなります。 

※受付期間以外での申請は受理できません。 

 

※１…電力会社の契約種別の１つで、公共の場所（道路、公園など）に設置さ

れた照明灯のうち、使用する電気機器の総容量が１ｋＶＡ未満のものを指す料

金区分のこと。この区分は、主に道路や公園などの公共空間で使用される街路

灯や防犯灯などの照明を対象としている（不特定多数の人が利用する公共の場

で使用される照明）。 
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・申請時の必要書類 

１ 市役所への事前申請（申請者→市） 

 本助成金の交付を受ける予定の自治会等については、事前申請期間中に助成

金申請の事前受付と口座登録申請を行う必要があります。次の①、②をご準備

の上、市役所生活環境課にお越しください。 

 

①申請予定のすべての防犯灯の直近支払い分の電気料金領収証 

 ※公衆街路灯 A 契約となっていることが確認できるもの。 

領収証の中に、契約種別の記載がない場合についても、九州電力への電話連

絡により、使用用途欄への契約種別の追記を依頼することが可能です。 

②助成金受け取り予定の通帳の写し（表紙及び表紙裏面） 

 ※金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人情報が必要です。 

 

２ 市役所への申請書類の提出（申請者→市） 

 申請を行う自治会等の代表者（以下申請者）は、助成金交付申請受付期間中

に、市役所生活環境課に次の①～⑥の申請書類を提出します。 

 領収事実証明書※２の発行については、電力会社への開示請求が必要になりま

す。 

※２…領収事実証明書は、九州電力に対し、支払い状況等の開示請求を行うこ

とにより、取得することができます（詳しくは、１０ページから１２ページを

ご覧ください）。  

  

① 西都市防犯灯電気料助成金申請書（第１号様式）…３ページ参照 

② 別紙（月別電気料金請求額）…４ページ参照 

③ 自治会等支払名義の１月から１２月支払い分防犯灯電気料金領収証又は領

収事実証明書の写し…５ページ参照 

④ 口座情報登録申請様式 ※事前に口座の登録申請を行っていない場合のみ 

⑤ 支払いを行っている通帳（１2 月支払い分履歴まで記帳済みのもの）  

⑥ 申請者の方個人の印鑑（申請書に押印されたものと同じもの） 

⑦その他市長が必要とする書類 

 

 

 【払込用紙によりお支払いをされている皆様】 

 払込用紙により支払いを行う場合、コンビニなどでの現金払いとスマホ決済

の２種類の方法があります。現金払いの場合には、①契約種別や金額明細が記

載された請求書と②支払いの事実が確認できる領収証（支払印が押されたも

の）を一緒に提出していただく必要があります。 

 またスマホ決済の場合については、支払いが確認できる書類等が発行されな

いため、九州電力への開示請求が必須となってしまいます。あらかじめご了承

ください。 
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・提出書類記入例など 

〇西都市防犯灯電気料助成金申請書（第１号様式） 
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〇申請時に必要となる添付書類１（月別電気料金請求額） 
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〇申請時に必要となる添付書類２（防犯灯電気料金領収証の写し） 

 
 

 

 

契約種別の記載があるもの 

〇〇コウミンカン 

大字〇〇 〇〇〇〇番地 

〇〇〇〇様方 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

〇〇コウミンカン 

領収証と記載があるもの 

支払い日（引き落とし日） 
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〇申請時に必要となる添付書類３（口座情報登録申請様式） 
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３ 市による申請内容の審査及び交付決定（市→申請者） 

 提出された申請書類は、市により審査され、交付が認められたときは、防犯

灯電気料助成金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知します。 

 

４ 市への交付金請求（申請者→市） 

 申請者は、交付決定通知書到達後、速やかに次の①及び②を市に提出しま

す。 

 請求書提出受付期間を過ぎて提出された場合については、請求を受け付ける

ことができませんのでご注意ください。 

  

① 防犯灯電気料助成金請求書…８ページ参照 

② 交付決定通知書の写し…９ページ参照 

 

 

５ 助成金交付（市→申請者） 

 助成金請求書受領後に支払い手続きを行い、登録申請のあった口座に助成金

を交付します。 
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〇防犯灯電気料助成金請求書 
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〇防犯灯電気料助成金交付決定通知書（第２号様式） 

 

 



10 

 

〇九州電力への領収事実証明書等請求方法 

 

 提出書類として領収事実証明書等を利用する場合には、書面による九州電力

への開示請求が必要となります。 

 開示請求には、九州電力のホームページ等からダウンロードが可能な「電気料

金・使用量実績等開示請求書（兼委任状）」を使用します。 

「電気料金・使用量実績等開示請求書（兼委任状）」の必要事項を記入し、「開示

対象者」本人であることを証明できる書類の写しを同封の上、九州電力株式会社

まで郵送することにより、回答書という形で、領収事実証明書等の発行を受ける

ことができます。 

 

 

  請求書類郵送先：〒８１０―０００４ 

          福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２ 

          九州電力株式会社 開示請求受付係 

 

 

 なお、ご請求の際には、以下の点にご注意ください。 

・回答書の発行には、請求内容ごとに設定された手数料がかかります。 

・手数料は、ショートメール（SMS）または E メールにより請求されます。 

 E メールは、「kaijiseikyu@kyuden.co.jp」から送信されます。 

・申し込みから発行まで２週間程度の時間が必要です。 

 

 その他、開示請求に関することについては、九州電力（株）に直接お問い合わ

せください。 

 https://customer.kyuden.co.jp/ja/office/contact.html 

  

 

  九州電力コールセンター電話番号 

  ０１２０－８７９－５５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kaijiseikyu@kyuden.co.jp
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「電気料金・使用量実績等開示請求書（兼委任状）」記入例 
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〇よくある質問 

 

Q1 電気料金の引き落としが毎月月末に行われているが、引き落とし予定日が     

土・日・祝日の場合、翌月最初の平日に引き落とされる場合がある。このよ

うな場合、申請様式「別紙（月別電気料金請求額）」はどのように記入した

らいいのか。 

 

A1 どのようなケースにおいても支払い月を基準として考えることになりま

す。支払いを行っていない月は０円と記入し、１か月に２回（月初と月末等）

支払いのあった月はその合計金額を記入してください。 

 

Q2 毎月口座振替により支払いを行っているため、通帳に引き落としの履歴が

残っている。領収証が無い場合、通帳履歴を確認書類として申請することは

できないか。 

 

A2 通帳の引き落とし履歴だけでは、契約種別の確認ができません。また複数

の防犯灯の電気料金が一括で引き落とされている場合は、その灯数やワッ

ト数についても確認ができません。このような理由から通帳の引き落とし

履歴のみを確認書類とした申請はお断りさせていただいております。 

 

Q３ これまで領収証が発行されていなかった。発行してもらうにはどうしたら

いいか。また発行に手数料はかからないのか。 

 

A３ 九州電力に電話等で依頼することにより、発行が可能です。発行手数料に

ついては、令和７年末時点では無料となっております。 

 

Q４ 領収証は発行されていると思われるが、どこに届いているか分からない。

どうしたら良いか。 

 

A４ 領収証の発行依頼と同様、九州電力に依頼することにより、送付先の変更

が可能です。 

 

Q５ 九州電力のコールセンターに電話するが、何度かけてもつながらない。 

 

A５ 保留音が流れた状態でしばらく待つ必要がある場合もございますが、その

ままお待ちいただければスタッフにつながります。 

 

Q6 申請者と口座の名義人が違うが問題ないか。 

 

A6 口座名義は異なっていても問題ありませんが、申請者と請求者（申請書と

請求書にご記載いただく名前）は同一である必要があります。 
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＜本助成金の申請を検討されている皆様へ＞ 

 

 

 本助成金の申請には、電気料金領収証をはじめ、九州電力から発行されるい

くつかの書類のご提出が必要となります。申請期間外であっても、お問い合わ

せや窓口での書類確認などは受け付けておりますので、各自治会等で管理され

ている書類が、申請に問題なく利用できるものなのか等、ご不明な点がござい

ましたら、お気軽にご相談ください。 

また本助成金申請手続きの中で、書類等により提供を求めることはありませ

んが、各自治会における維持管理のため、契約中の防犯灯が設置されている電

柱の電柱番号は把握しておいていただきますようお願いします。 

 電柱番号についても、契約しているお客様番号が分かれば、九州電力への問い

合わせにより確認が可能です。

 


